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■計画の基礎事項 

 

１ 計画の背景・目的 

 食品ロスとは、本来食べられるにも関わらず捨てられてしまう食べ物のことです。 

 国連食糧農業機関（FAO）によると世界では毎年約 13 億トンの食品ロスが発生1し、

一方で、飢餓や栄養不足の状態にある人は約 7 億 7 千万人と推定されています2。 

 食品ロスの発生は貴重な資源の無駄となるとともに、食品の生産・流通・消費・廃

棄にかかる過程で不要な温室効果ガスが発生するため、気候変動など地球規模の環境

問題の大きな要因となっています。 

 食品ロスの削減は国際的に重要な取組課題となっており、平成 27 年の国連サミッ

トで採択された「持続可能な開発目標」（SDGs）では、「目標 12 持続可能な生産消

費形態を確保する」において「2030 年までに小売・消費レベルにおける世界全体の

一人当たりの食料廃棄を半減する」と目標設定されています。 

 国においては、令和元（2019）年 10 月施行の「食品ロスの削減の推進に関する法

律」（以下、「食ロス法」という。）において、国、地方自治体、消費者、事業者などの

各主体の責務が明記されるとともに、国民運動として食品ロス削減に取り組むことが

定められました。 

 千代田区は江戸時代から日本の政治・経済・文化の中心地として発展してきました。

6 万 8 千人以上の区民が暮らし、90 万人以上の昼間人口（令和 2 年国勢調査）が集う

本区内には、飲食店、ホテル、食品販売店など食品関連産業も多く集積しており、日々

膨大な食品ロスが発生しています。 

 こうした状況を踏まえ、区民・事業者・行政が一体となって食品ロス削減の取組を

進めることにより、廃棄物の削減と気候変動問題の解決に資するため、「千代田区食

品ロス削減推進計画」（以下、「本計画」という。）を策定します。 

 

２ 計画期間 

令和 6（2024）年度から令和 12（2030）年度※1までの 7年間を計画期間※2とします。 

 
※1 SDGs（持続可能な開発目標）及び国の食品ロス削減基本方針、東京都食品ロス削減推進

計画との整合性を考慮して設定するものです。 

※2社会情勢の変化、関係法制度の動向等を踏まえ、計画期間中の見直しを検討します。 

  

 
1 国連食糧農業機関（FAO）「世界の食料ロスと食料廃棄（2011）」 
2 国連食糧農業機関（FAO）「The STATE OF FOOD SECURITY AND NUTRITION IN THE WORLD

（2022）」 
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３ 計画の位置付け 

 本計画は、食ロス法第 13 条第１項の規定に基づく「市町村食品ロス削減推進計画」

として位置付けられ、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第 6 条に基づく「千代

田区一般廃棄物処理基本計画」との整合を図るものとします。 

 また、本計画の推進により、令和 3（2021）年 11 月に区が表明した「千代田区気

候非常事態宣言」に掲げた令和 32（2050）年までに CO2 排出量実施ゼロを目指す

「2050 ゼロカーボンちよだ」の実現に資するものとします。 

 

 

図表 1 計画の位置付け 

 
  

千代田区第４次基本構想 

【 分野別の将来像 】 

やすらぎを感じ、安心して快適に暮らせるまち 
（めざすべき姿） 

良好な環境が次世代に継承され、このまちに愛着や誇りを感じています。 

 関連 

〔 分野別計画 〕 

一般廃棄物処理基本計画 

〔 重 点 分 野 〕 

食品ロス削減推進計画  

〔 関 連 法 〕 

    ・廃棄物の処理及び清

掃に関する法律 

・食品リサイクル法 

・食品ロス削減推進法 

等 

〔 条 例 〕 

・千代田区地球温暖化

対策条例 

・千代田区一般廃棄物

の処理及び再利用に

関する条例 

〔区の関連計画〕 

・千代田区地球温暖化

対策地域推進計画 

・千代田区気候非常事

態宣言 

等 

〔 国 計 画 等 〕 

・第四次循環型社会

形成推進基本計画 

・食品循環資源の再

生利用等の促進に

関する基本方針 

・食品ロスの削減に

関する基本的な方

針 

〔 都 計 画 等〕 

・『未来の東京』戦略 

・東京都食品ロス削

減推進計画 

 関連 
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４ SDGsの視点 

SDGs とは、「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略称です。

平成 27（2015）年 9 月の国連サミットで採択されたもので、国連加盟 193 ヵ国が平

成 28（2016）年から令和 12（2030）年の 15 年間で達成するために掲げられた目標

です。その内容は、地球環境を守りつつ、誰一人取り残すことなく、人々の暮らしを

豊かにするような開発を目指すもので、17 の目標、169 のターゲットから構成されて

います。 

 
食品ロスの発生は、生産・加工・運搬・廃棄に本来発生させる必要のなかったエネ

ルギーの消費や温室効果ガスの発生、新たな埋め立て処分スペースの需要など、環境

問題に大きくかかわっています。 

また、食品を廃棄することは、単にその食品を廃棄するにとどまりません。食べら

れるように加工し、スーパーやコンビニに運ぶにも多くの人手とエネルギーが使われ

ています。食品を廃棄することは、それらの経済活動を丸ごと無駄にしていることに

なります（経済的損失）。 

さらに、廃棄される食品ロスに費やされた資源を他の用途に振り向けたら、どれだ

けの社会的課題が解決されるでしょうか。食品を廃棄することは、得られたはずの利

益を得られずに、結果として損失を発生させることにつながります（社会の機会損失）。 
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目標 12 は、食品廃棄の削減目標を掲げています。 

 

 
 
 

 

 
コラム～食品ロスと地球温暖化～ 
 

 「食品」は人間にとって欠かせないものであり、その生産や加工、流通、販売、消費、廃棄

といった「食品システム」は人間社会の主要活動の 1 つです。 

IPCC（気候変動に関する政府間パネル）によると、平成 22（2010）年から平成 28（2016）

年の間に世界で排出された温室効果ガスの内、「食料システム」によるものが 21～37％にの

ぼると推定されています（IPCC「土地関係特別報告書」2019）。 

さらに世界では、食糧生産量の 3 分の 1 にあたる量（約 13 億トン）が毎年廃棄されていま

す。 

こうしたことから、「食品ロス」の発生・廃棄によって排出される温室効果ガスは、全世界

の発生量の 8～10％、と IPCC では推定しています。 

環境 NPO である世界資源研究所

（WRI）は、平成 23（2011）年から平

成 24（2012）年の食品ロスに由来する

温室効果ガスの発生量をデータとして

まとめました。 

それによると、食品ロスによる温室

効果ガス排出量は約 44 億トン、これ

を 1 つの国と仮定すれば、中国・アメ

リカに次ぐ世界第 3 位の温室効果ガス

排出国になる、ということです。 

日頃から食品ロスを出さないよう行

動することは、地球規模の気候危機を

回避するための第一歩となります。 

 

目標 12 つくる責任 つかう責任 

<持続可能な消費と生産のパターンの確保> 
 

（ターゲット 12.3） 

2030 年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一

人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生

産・サプライチェーンにおける食品ロスを減少させる。 

もし世界中の食品ロスがひとつの国だとすれば、 

世界第 3位の温室効果ガス排出国になる。 

出典：World Resources Institute（WPI） 
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1. 食品ロスの現状 

1.1 国の現況 

 国内の食品ロス発生量は、令和 3（2021）年度で約 523 万トンと推計されています

（図表 1）。内訳は家庭系食品ロス量が約 244 万トン、事業系食品ロスが約 279 万ト

ンとなっています。図表 2 は事業系食品ロスの内訳で、食品卸・小売業、外食産業で

は発生する食品廃棄物等の 50％以上が食品ロスであると推定されています。 

 国民 1 人あたりの食品ロス量は 1 日約 113 グラム、年間では約 42 キログラムで、

年間 1 人あたりの米の消費量（約 51 キログラム）に近い量となっています。 

 

図表 2 国内の食品ロス発生量（令和 3（2021）年度） 

 

資料：農林水産省 

 

図表 3 事業系食品ロスの内訳（令和 3（2021）年度） 

 
食品製造業 

125 

（約 9％） 

1388 

食品卸売業 

13 

（約 59％） 

22 

食品小売業 

62 

（約 54％） 

114 

外食産業 

80 

（約 54％） 

148 

食品廃棄物等 1670 

食品ロス 279（約 17％） 単位：万トン 

※農水省資料から作成 
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なお国では、SDGs の目標を踏まえ、循環型社会形成推進基本計画及び食品リサイ

クル法基本方針において、食品関連事業者及び家庭から排出される食品ロスについて、

共に平成 12（2000）年度比で令和 12（2030）年度までに半減させることとしていま

す。 

 

1.2 東京都の現況 

平成 29（2017）年度の都内の食品ロス量は約 51 万ｔと推計されています。内訳は

家庭系食品ロス量が約 12.5 万ｔ、事業系食品ロス量が 38.5 万ｔです。国全体の推計

に比べ、事業系食品ロスの割合が 76％と高くなっています。 

都では、令和 3（2021）年 3 月策定の「東京都食品ロス削減推進計画」において、

「2030 年目標として食品ロス半減（2000 年度対比）」を掲げています。 

 

図表 4 都内の食品ロス量（平成 29（2017）年度） 

 

資料：東京都食品ロス削減推進計画 
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1.3 千代田区の現況 

 

(1) 家庭系食品ロス 

令和 5（2023）年度の家庭系可燃ごみ組成分析調査の結果では、可燃ごみに

占める食品ロスの割合は 6.1％となっています。その内訳は、消費期限切れ等で

直接捨てられた食品（直接廃棄）が 5.0％、食べ残しが 1.1％です。 

 

図表 5 家庭系可燃ごみの組成分析調査結果（令和 5（2023）年度） 

 

 

 令和 4（2022）年度の可燃ごみ収集量は 14,112 トンで、その内の家庭系可燃

ごみ収集量は 8,500 トンと推定されます（排出実態調査に基づく）。家庭系可燃

ごみ収集量に食品ロス組成比率 6.1％を乗ずると、令和 4（2022）年度の家庭系

食品ロス発生量は、520 トンと推定されます。 

 区民 1 人 1 日あたりに換算すると 21.0g/人日であり、これは区民 1 人が 1 日

にミニトマト（約 20 グラム）1 個を廃棄していることに相当します。 

 

図表 6 家庭系食品ロス量の推計（令和 4（2022）年度） 

令和 4（2022）年度 

家庭系可燃ごみ量 

8,500 トン 

× 

可燃ごみ中の

食品ロス割合 

6.1％ 

＝ 

家庭系食品ロス発生量 

約 520 トン 

（区民 1 人 1 日あたり約 21g） 

 

  

生ごみ

（調理くずなど）

17.1%

直接捨てられた

食品

（直接廃棄）

5.0%

食べ残し

1.1%

その他の生ごみ

1.6%

その他燃やすごみ

75.2% 食品ロス

6.1%
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(2) 事業系食品ロス 

事業系食品ロスについては、事業用大規模建築物の再利用計画書の実績報告、

及び大規模建築物及び小規模事業者に対するアンケート調査から推定しました。 

令和 4（2022）年度の事業系食品ロスの排出量は 11,687 トンと推定され、そ

の 82.1％が事業用大規模建築物（オフィスビルにおける飲食店、ホテル、店舗

ビル等）からの排出となっています。 

 

図表 7 事業系食品ロス量の推計（令和 4（2022）年度） 

 

 

 

※事業系食品ロス量の推計について 

 区の事業系食品ロス量の推定方法は以下のとおりです。 

 

 A 小規模事業所 

 区の可燃ごみ収集に排出している小規模事業所に対するアンケート調査より、食品

卸・小売業、飲食サービス・宿泊業、持ち帰り・宅配サービス業の従業員 1 人あたり

の食品ロス排出量を推定し、これに令和 3 年経済センサス活動調査による従業者規模

5 人未満の事業所の従業者数を掛け合わせて算出しました。 

 B 事業用大規模建築物 

 事業用大規模建築物の再利用計画書の令和 4（2022）年度実績報告より、オフィス

ビル、ホテル・結婚式場、店舗ビルその他の生ごみ排出量を集計し、これに事業用大

規模建築物に対するアンケート調査から得られた生ごみ中の食品ロス比率を乗じて

算出しました。 

 C 事業用大規模建築物以外の持込ごみ 

 事業用大規模建築物の食品ロス推計結果を準用し、事業用大規模建築物以外の持込

ごみ量に、事業用大規模建築物のごみ排出量に占める食品ロス排出割合を乗じて算出

しました。 

小規模事業所

（区収集）

1,082t

9.3%

持込（事業用大規模

建築物以外）

1,011t

8.6%

事業用大規模建築物

9,595t

82.1%

事業系

食品ロス

11,687t
（令和４年度）
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(3) 区内の食品ロス排出量 

（1）の家庭系食品ロス及び（2）の事業系食品ロス量を合わせると、区内の家

庭系・事業系食品ロス量は約 12,207 トン、その内の約 96％が事業系の食品ロ

スと推計されます。 

 

 

 

図表 8 区内食品ロス量の推計結果（令和 4（2022）年度） 

 

 

 

  

一般家庭

令和4(2022)年10月1日人口

67,710人

事業所

令和3年経済センサス

事業所数：36,346

来街者

令和2年国勢調査

昼間人口：903,780人

食品ロス排出量 合計 12,207t

家庭計食品ロス

520t

小規模事業所

（区収集）

1,082t

事業系食品ロス

11,687t

事業用大規模

建築物

9,595t

持込（大規模

建築物以外）

1,011t
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(4) 区における食品ロス削減の取組 

 

①フードドライブの実施 

フードドライブとは、家庭で余っている食品を持ち寄り、必要としている団体

に寄付する活動のことです。 

本区では、清掃事務所職員が直接地域に出向き、ごみの排出・分別方法等に関

する相談を行う「あおぞら相談」において、園芸土や古布の回収とともにフード

ドライブを実施しています。令和 4（2022）年度は 3 回の「あおぞら相談」を実

施しています。 

また、令和 5 年１０月からは区内施設 15 拠点に常設の窓口を設置し、通年で

フードドライブを実施しています。 

 

 

あおぞら相談におけるフードドライブ実施 

 

 

②事業用建築物の排出指導 

区では、延べ床面積 1,000 ㎡以上の事業用大規模建築物に対し、廃棄物管理責

任者の設置や再利用計画書の作成を義務づけ、事業系ごみの適正処理や減量・リ

サイクルに関する排出指導を実施しています。 

なお、事業用大規模建築物の再利用計画書の実績報告集計によると、令和 4

（2022）年度の区内事業用大規模建築物から発生する厨芥類（食品廃棄物）の量

は 13,322 トンで、その内オフィスビル（7,707 トン）が 57.9％を占めています。

大規模オフィスビルの多くは飲食店街があるため、実質的には飲食店からの生ご

み排出量であると考えられます。次いで多いのはホテル・結婚式場で 3,334 トン

（25.0％）となっています。 
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図表 9 令和 4（2022）年度事業用大規模建築物 厨芥類の集計 

建築物区分 事業所数 発生量（ｔ） 再利用量（ｔ） 処分量（ｔ） 再生利用率（%） 

オフィスビル 1,257 10,942.3  3,235.1 7,707.2 29.6% 

店舗ビル 56 2,026.2  710.7 1,315.5 35.1% 

ホテル・結婚式場 85 4,573.8  1,239.8 3,334.0 27.1% 

工場・研究所 4 2.4  0.0 2.4 0.0% 

倉庫・流通センター 1 5.0  0.0 5.0 0.0% 

医療機関 14 347.1  0.0 347.1 0.0% 

学校 73 232.3  50.9 181.4 21.9% 

駅舎 30 125.5  24.1 101.4 19.2% 

その他建築物 33 477.3  149.7 327.6 31.4% 

大規模建築物 計 1,553 18,731.9  5,410.3 13,321.6 28.9% 

 

 

図表 10 建築物区分別の生ごみ処分量 

 

 

  

オフィスビル

7,707.2

57.9%

店舗ビル

1,315.5

9.9%

ホテル・結婚式場

3,334.0

25.0%

工場・研究所

2.4

0.0%

倉庫・流通センター

5.0

0.0%

医療機関

347.1

2.6%

学校

181.4

1.4%

駅舎

101.4

0.8%

その他建築物

327.6

2.5%

事業用

大規模建築物

生ごみ処分量

13,322t
（令和4(2022)年度）
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③ごみ減量の取り組みに対する表彰 

 区では、事業系ごみの減量や再利用などを積極的に推進した事業用大規模建築

物の所有者等に対し、区長表彰を実施しています。表彰対象となった優良廃棄物

管理物件の中には、社員食堂において食材使用量予測精度を高めることにより食

品ロスを大幅に削減した事例などが含まれています。 

 

④「防災メニューグランプリ」の実施 

防災メニュー（災害時に簡単に作ることが

でき、おいしく栄養管理ができるメニュー）を

公募し、その中からグランプリを決定します。

備蓄食材などで栄養管理ができるメニューの

普及を図り、災害時における区民の栄養管理

につなげます。 

 食品ロス削減の観点から注目されるのが、

「ローリングストック法」です。 

 ローリングストック法とは、災害に備えて、

普段食べているものを消費しながらストック

する方法のことで、【1】備える→【2】食べる

→【3】買い足すことを繰り返しながら食品を貯蔵でき、期限切れで廃棄してしま

う食品ロスを防ぐことにもなります。 

 

⑤「地球環境学習のチャレンジ集」の配布 

区内在住の小学生を対象に「生きものさ

がし」、「省エネ・３R」、「節水・環境 

保全」の３分野を学習する取り組みシートを

配布し、提出者には参加賞を提供するなどし

て、食の廃棄などの環境問題について自発的

に学習する機会の提供を図っています。 

 

 

 

防災メニューグランプリのチラシ 

地球環境学習のチャレンジ集 表紙 
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⑥区民向け講座の実施 

 区消費生活センターが実施する「くらしの

広場 de 消費者講座」では、令和 4（2022）年

11 月に実施した講座の中で、「きれいな冷蔵

庫でムダなく食材を食べきろう！冷蔵庫整理

収納術」と題し、食品ロスを削減するための

冷蔵庫整理収納術や調理法、スーパーでの買

い物の仕方などを取り上げました。 

 

 

 

 

⑦広報 

区が配布している「資源とごみの分け方・出し方」の中で、食品ロスの削減を

呼びかけるとともに、フードドライブ事業の実施を案内しています。同様に、ス

マートフォン向けのごみ分別アプリ「分けちよ！」の中でもフードドライブ事業

を案内しています。 

また、区報（広報千代田）

で食品ロスについて取り上

げ、フードドライブの案内や

食品ロス削減月間の告知等を

実施しています。 

 

 

 

  

くらしの広部 de消費者講座 チラシ 

食品ロス削減月間の告知 

（広報千代田 令和 5（2023）年 9月 20日号） 
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1.4 食品ロス削減に向けた課題 

(1) 課題 1：家庭系食品ロスの削減 

家庭系食品ロスは、事業系に比べると量的には少ないものの、その多くは賞味

期限・消費期限切れなどによる「直接廃棄」（手を付けずにそのまま捨てられる食

品）となっています。アンケート調査においても、「日頃から冷蔵庫等を小まめに

チェックする」といった行動はやや低い傾向が見られます。食品の適切な管理に

よる食品ロスの削減が求められます。 

また、アンケート調査によるとフードドライブへの提供やフードシェアリング

サービスの利用といった取組は、まだ認知度が低いものの、「機会があれば利用

したい」という意向は高くなっています。フードドライブ受付窓口の拡充など、

身近な食品ロス削減の取組の機会を充実させていくことが必要です。 

 

 

  （参考）アンケート調査より 

 

令和 5（2023）年 7 月に実施した区民アンケート調査（有効回答数 106 件）によると、

家庭内で実践している食品ロス削減の取組は「冷凍保存を活用する」が最も多く 69.8％

となっています。一方、「日頃から冷蔵庫等を小まめにチェックする」は 38.7％とやや

実施率が低くなっています。 

 

 
 

家庭内における食品ロス削減の取組 

 

69.8%

63.2%

52.8%

49.1%

38.7%

30.2%

3.8%

1.9%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80%

冷凍保存を活用する

残さずに食べる

食べ切れる量を購入する

料理を作り過ぎない

日頃から冷蔵庫等をこまめにチェックする

残った料理を別の料理に作り替える

余った食材は寄付している

その他

特に取り組んでいることはない 106N=
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また、「フードドライブ事業」

について 15.1％が「是非食品を

提供したい」、50.0％が「機会が

あれば提供したい」と回答して

います。 

 

 

 

 

 

 

(2) 課題 2：事業系食品ロスの削減 

本区は事業系食品ロスの量が圧倒的に多く、区の食品ロス排出量（約 1 万 2 千

トン）の 96％程度を占め、飲食店、ホテル・宴会場を中心に排出されています。 

アンケート調査によると、個々の店舗では小規模事業所も含め食品ロス削減の

取組が一定程度行われているものの、消費者サービスの関係などから実施に踏み

切れていない面も伺えます。 

フードシェアリングサービスのような新たな取組についても、「実施してみた

い」とする意向は一定程度（小規模事業所アンケート調査で 38％）あるものの、

実際に導入している割合は低くなっています。 

 

  （参考）アンケート調査より 

 

区が令和 5（2023）年 7 月に

実施した小規模事業者向けア

ンケート（有効回答数 210 件）

では、フードシェアリングサー

ビスについて 38.0％が「実施

していないが、今後実施してみ

たい」と回答しています。 

 

 

 

 

身近なところに食品受付窓口があれば 

食品を提供しますか 

小売店・飲食店でのフードシェアリング 

サービスの実施について 

ぜひ提供したい

15.1%

機会があれば提供

したい

50.0%

家庭で使われてい

ない食品はある

が、提供するつもり

はない

6.6%

家庭内で食品をあ

まり保存しておら

ず、提供できない

28.3%

N = 106

実施している

0.5%

実施していない

が、今後実施し

てみたい

38.0%
実施しておら

ず、今後も実施

予定ではない

61.5%

N=192
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(3) 課題 3 食品ロスに関する情報発信・コミュニケーション 

区内の飲食店やホテルは、多くが事業用大規模建築物に属していますが、建築

物の廃棄物管理責任者において個々の店舗の食品ロス量や削減の取組等を把握

し切れていない場合があります。 

事業用大規模建築物以外の小規模事業者に対しては、食品ロス削減の意義や協

力について、どのように情報発信していくかが課題です。 

一般家庭において、区民アンケート調査では「賞味期限や消費期限を気にして

いない」傾向が見られ、食品ロス削減の意義や具体的な取組手法をどのように伝

えていくかが課題です。 
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2. 食品ロス削減の基本方針 

 

2.1 基本方針 

区民・事業者・区の連携・協働で食品ロスを削減し、 

循環型経済（サーキュラー・エコノミー）の確立と温室効果ガスの削減を目指します。 

 千代田区は江戸時代から続く我が国の政治・経済・文化の中心地であり、90 万人以

上の昼間人口の活動の結果、日々膨大な食品ロスが発生しています。 

 区民・事業者・区が一体となって食品ロス削減に取り組み、新しい「食品を無駄に

しない」事業活動、生活様式を経済・文化として発信することにより、持続可能な社

会を支える「循環型経済」（サーキュラー・エコノミー、以下「CE」）の確立に貢献し

ていきます。また、そのことを通じて、温室効果ガスの削減、地球環境危機への対応

を進めます。 

 削減の順序としては、３R－発生抑制（リデュース Reduce）、再使用（リユース  

Reuse）、再生利用（リサイクル Recycle）の考え方を遵守します。 
 

2.2 各主体の役割 

 食品ロス削減に向けた区民・事業者・行政の主な役割は以下のとおりです。 

 

(1) 区民の役割 

 地球環境問題の側面を含む食品ロス問題の重要性を理解・共有し、家庭、学校、

職場などの日々のくらしにおける食品ロス削減に繋がる取り組みを実践します。 

 

（取組例） 

○使い切れる分だけ食品を購入する。 

〇「てまえ取り」「見切り品の購入」を適宜行い、食品販売店における食品ロス削

減に協力する。 

○消費期限・賞味期限の違いを理解し、冷蔵庫等における食品の在庫管理を適切

に行う。 

○食べられる部分はできる限り無駄にしない調理を実践する。 

〇外食時に適量を注文し、料理を食べきる。 

〇宴会・会食等において食べ残しのないよう互いの呼びかけあい、注意を行う。 

〇フードドライブを利用して食品ロスになる可能性のある食品の有効利用を図る。 
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(2) 事業者の役割 

 社会的な責任として食品ロス問題の重要性に対する理解を深め、サプライチェ

ーン全体で発生する食品ロスを把握するとともに、事業活動における食品ロス削

減に繋がる取り組みや食品リサイクルを実践します。 

 

（取組例） 

○生産・流通・販売段階での食品の適正管理・鮮度保持に努める。 

〇納品・販売期限の見直しによる期限切れの食品返品の削減。 

〇需要予測の精度を高め、余剰が出ない販売に努める。 

〇賞味期限・消費期限が近い食品を購入するよう消費者に促す取り組み（値引き・

ポイント付与など）を行う。 

〇小分け販売や少量販売など消費者が食べ切りやすい工夫を行う。 

〇消費者の自己責任を前提に、可能な範囲で持ち帰り容器による残った料理の持

ち帰り（ドギーバッグ）を行う。 

〇フードバンクの利用により余った食材の有効利用を行う。 

〇従業員への社内教育等を通じ食品ロス削減の取り組みを呼びかける。 

 

(3) 区の役割 

 区は率先して食品ロスの削減に向けた取り組みを実践するとともに、区民・事

業者の取り組みに対する積極的な支援を進め、主体間の連携・情報共有を進める

ためのコーディネータとしての役割を果たします。 

 また、区内における食品ロス発生実態等について定期的に把握します。 

 

（取組例） 

〇食品ロス削減の取組を率先的に実行する。 

〇食品ロス削減に関する情報発信、普及啓発を行う。 

〇区民・事業者の取組を支援し、主体間の連携を図る。 

〇区内の食品ロスの発生実態について把握する。 
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3. 食品ロスの削減目標等 

 本計画における計画目標は以下のとおりです。 

 

令和 12（2030）年度までに令和 4（2022）年度比で食品ロス量を約 2,120 トン（約

17％）削減し、10,090 トンとする。 

 

 

図表 11 食品ロス削減目標 

 

 

【目標設定の考え方】 

 国は、家庭系食品ロスについては「第四次循環型社会形成推進基本計画」（平成

30（2018）年 6 月閣議決定）、事業系食品ロスについては「食品循環資源の再生

利用等の促進に関する基本方針」（令和元年 7 月公表）において、共に平成 12

（2000）年度比で令和 12（2030）年度までに食品ロス量を半減させる目標を設

定しました。 

東京都も同様に、「東京都食品ロス削減推進計画」（令和 3（2021）年 3 月公表）

において「2030 年食品ロス半減（2000 年度比）」を掲げています。都における平

成 12（2000）年度の食品ロス発生量は約 76 万トンと推計されますので、令和 12

（2030）年度の目標値は 38 万トンとなります。この目標値の達成に向けては、

平成 29（2017）年度の食品ロス発生量の約 51 万トンを起点にすると約 25.5％

の削減が必要となります。平成 29（2017）年度から令和 12（2030）年度まで各

年度の削減量を均等とすると、令和 4（2022）年度から令和 12（2030）年度に

かけては 17.4％の削減が必要となります（図表 12）。 

本計画では、都の目標を踏まえ、令和 12（2030）年度までに食品ロス量を令

和 4（2022）年度比で約 17％削減することを目標とします。当区では、平成 12 

520 430

11,690

9,657

12,210

10,090

0
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4,000
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8,000

10,000
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14,000
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(t)

家庭系食品ロス 事業系食品ロス

2,120トン（17.4%）

削減
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（2000）年度における食品ロス発生量について調査実績がないことから、東京都

の削減量の推定直線に基づき、削減目標を設定します。 

 

 

図表 12 東京都の令和 4（2022）年度から令和 12（2030）年度までの削減率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 12（2000）年度については、区の実績値はありませんが、様々なデータ

から区の推計値を算出した場合 20,180 トンとなり、令和 12（2030）年度の目

標値 10,090t は平成 12（2000）年度の推計値から半減した数値に相当します。 

 

令和 12（2030）年度までに 

（１）区民の食ロスへの意識（R５アンケート調査）で「とても意識している」40.6% 

「少し意識している」47.2%（計 87.8%）であるが、「とても意識している」が

90%以上となるよう意識醸成を図る。 

（２）事業用大規模建築物における食品ロス量を把握している割合は（R5 アンケー

ト調査）で 41.0％であるが、再利用計画書において 90%以上となるよう指導

する。 

（３）事業用大規模建築物における食品ロス削減目標の設定をしている割合は（R5

アンケート調査）で 23.0％であるが、再利用計画書において 80%以上となる

よう指導する。 

76 万トン 

51 万トン 

38 万トン 

H12 
(2000) 

H29 
(2017) 

R4 
(2022) 

R12 
(2030) 

都の平成 12 （ 2000 ） 

年度推計 

都の令和 12 （ 2030 ）年度目標 

（平成 12 （ 2000 ）年度の 50 ％） 

都の平成 29 （ 2017 ） 

年度調査実績 

令和 4 （ 2022 ） 
年度を起点に 
－ 17.4 ％ 
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コラム～食品ロス削減による CO2削減効果は 975トン～ 

二酸化炭素（CO2）をはじめとする温室効果ガスの増加によって世界各地で異常気象

が頻発し、いまや「気候危機」と言われるまでになっています。 

生鮮食品や加工食品が消費者の手元に届くまでには、生産・加工・販売、それらをつ

なぐ輸送の流れがあり、それぞれの過程でエネルギーが消費され、CO2が排出されてい

ます。つまり、食品ロスが多いということは、それだけ資源やエネルギーの無駄が多い

ということです。 

本計画では令和 12（2030）年度に現在よりも年間 2,120 トンの食品ロスを削減する

ことを目標としています。これは、CO2換算で約 975 トンの削減効果となります。（※）。 

 
 

 
※食品ロス 1 トン当たりの CO2排出量を 0.46t-CO2／t として計算。 

国の「地球温暖化対策計画」（令和 3（2021）年 10 月 22 日閣議決定）による。 

CO2

CO2

CO2

CO2
 

CO2

CO2

CO2

2,120トンの食品ロス削減＝ 

975トンの CO2削減 
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4. 削減目標達成のための施策 

 

4.1 家庭系食品ロスの削減 

(1) 環境教育・環境学習の推進 

 環境教育・環境学習の取り組みを通じ、食品ロス問題と地球環境問題との関係、

食品ロス削減の重要性、日々のくらしにおける実践方法等について理解を深めま

す。 

 

①学校教育における取組の推進 

 教育委員会との連携の下、食品ロス削減に関する副教材を提供し、食品ロス量

を計測する習慣の育成を図るなど、学校教育における食品ロス問題の学びを支援

します。食品ロス削減月間においては、区内小中学校に呼びかけ、食品ロス削減

に関する絵画展や作文コンクール等を実施し、自発的な学びの場の提供を図りま

す。 

 

②生涯学習における取組の推進 

出前講座「ほりばた塾」は、区の職員が区民のもとへ直接出向き、行政の取組

について情報提供を図る仕組みです。「ほりばた塾」の学習メニューに「食品ロ

ス」を取り入れ、食品ロスについて学習する機会の提供を図ります。 

 

③消費者教育における取組の推進 

消費生活センターは、暮らしに役立つ身近な題材をテーマとした消費者講座や、

消費者トラブルやその未然防止についての情報を提供する出前講座を実施して

います。今後、消費生活センターとの連携の下、食品納入をめぐる事業者間の商

慣習など、食品ロスが発生しやすい社会的課題についての情報を提供していきま

す。 
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  （参考）アンケート調査より 

令和 5（2023）年 7 月に実施し

た区民アンケート調査（有効回答

数 106 件）によると、消費期限・

賞味期限の違いを「知っていた」

とする回答は約 80％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 家庭に向けた情報発信の取組 

 各種媒体による広報・普及啓発やキャンペーンの実施により、食品ロス削減の

意義に対する理解の深化と具体的な削減行動の促進を図ります。 

 

①食品ロス削減月間キャンペーンの実施 

食品ロス削減の先進的な取り組みを行う事業者と連携し、毎年 10 月の「食品

ロス削減月間」に食品ロス削減の普及・啓発キャンペーンを実施します。また、 

福祉まつり等、各種イベントでフードドライブを実施し、食品ロス削減に関する

意識啓発を進めます。 

 

②食品ロス削減レシピ・防災メニューの普及啓発 

家庭で残っている食材を使い切る食品ロスの削減につながります。区のホーム

ページ等で定期的に食品ロス削減レシピを掲載し、身近な所から始められる食品

ロスの取組を支援します。 

防災メニューは、災害時に作ることができ、おいしく栄養管理ができるメニュ

ーです。家庭に常備されていることが多い備蓄食品（ローリングストック）を活

用してつくるメニューの普及を図ります。 

 

消費期限・賞味期限の違いを知っているかどうか 

知っていた

80.2%

言葉は知っていたが

違いは知らなかった

10.4%

知らなかった

4.7%

不明

4.7%

N = 106
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(3) フードドライブの拡充とフードパントリーの設置 

食品ロス削減として、３Ｒ－発生抑制（リデュース Reduce）、再使用（リユ

ース Reuse）、再生利用（リサイクル Recycle）－の順序で進めることは必須

ですが、出さない努力をして、それでも出てしまうものをフードドライブで活用

する（３Ｒのリユースに相当）という取組も効果的です。 

区では、これまでもイベントにあわせてフードドライブを随時実施してきまし

たが、今後、これまでの取組に加えて、区内に複数拠点に窓口を常時設置し、フ

ードドライブを通年で実施していきます。 

また、フードドライブで集まった食品の活用として、食品支援を必要な家庭が

受けられるフードパントリーの設置について検討します。、 

 

(4) 千代田区型コンポスト制度の導入 

 食品ロスとは、まだ食べられるにもかかわらず捨てられてしまう食品のことで

すが、消費期限を過ぎるなど、やむを得ず廃棄されるに至ることもあります。家

庭用生ごみ処理機によって、食品廃棄物を乾燥、生物分解等をして堆肥に活用す

ることは、生ごみの減量につながります。 

 区では、家庭で処理する生ごみ処理機の購入を助成し、燃やさず、環境にやさ

しい生ごみの減量を進めていますが、今後、千代田の都心特有の生活環境に配慮

したコンポスト（生ごみを堆肥化するための道具）を活用する仕組みを導入しま

す。 
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4.2 事業系食品ロスの削減 

 

(1) 事業用大規模建築物の排出指導の促進 

大手町・丸の内・有楽町地区をはじめとして、区内には大企業の本社ビルが集

中し、そこでの活動から発生する廃棄物の処理が課題です。 

区内から発生する廃棄物の約９割が事業系であることから、区では、延べ床面

積 1,000 ㎡以上の事業用大規模建築物の所有者に立ち入り検査を行い、ごみの減

量や適正処理の指導・助言をしています。今後、この取組の中で、食品ロスの項

目における排出指導を徹底強化していきます。 

 

①事業用大規模建築物の排出指導の強化 

食品関連事業者の入る事業用大規模建築物に対し、再利用計画書を利用した食

品ロス発生状況の把握を促すとともに、チェックリスト等を用いた削減の取組の

状況把握を進めていきます。 

また、廃棄物管理責任者への講習や立入指導を通じ、食品関連事業者の入る事

業用大規模建築物における食品ロス削減の取り組みを要請します。 

 

②食品ロス削減優良事業所表彰制度の創設 

区では、廃棄物の減量及び適正な処理に積極的に取り組み、顕著な成果を上げ 

事業用大規模建築物の所有者、廃棄物管理責任者等を顕彰することができる優良

廃棄物管理者表彰制度を取り入れています。 

 今後、この取組を拡大し、食品ロスの削減に効果的・先進的な取り組みを実施

した事業者を表彰する制度を創設します。 
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  （参考）アンケート調査より 

 

令和 5（2023）年 7 月に実施し

た事業用大規模建築物向けアンケ

ート（有効回答数 61 件）では、食

品ロス削減の取組について、 

①食品ロス量の把握（25 件） 

③小容量販売、小盛サービスの 

推進（20 件） 

⑧需要予測精度の向上（20 件） 

⑫社員・従業員に対する社内教育 

といった項目が、比較的実施して

いると回答した建築物が多くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

(2) 小規模事業者への排出指導の推進 

「食品ロス削減協力店」（後記(3)参照）を対象に食品ロス計測チェックシート

等の配布を通じて、日常的な取組内容の再考を促すとともに、継続的な計測の姿

勢育成を図るなどして、小規模事業者への排出指導を推進します。成績優秀者の

区ホームページで公表や、表彰の仕組みの導入等、食品ロス削減のインセンティ

ブの拡大を図ります。 

 

(3) 「食品ロス削減協力店」登録制度の導入 

食品ロス削減に積極的に取り組む飲食店等を登録し、区民や来街者に利用を促

していくしくみとして、「食品ロス削減協力店」登録制度を導入します。「小盛り」

「食べきり呼びかけ」「量り・ばら売り」「期限間近値引」「一人前メニュー」な

ど、多様な選択肢を用意できる区内の協力店を募り、区民や来街者にわかりやす

い形で提示し、区内の食品ロス削減活動の取組を推進します。 

 

事業用大規模建築物における食品ロス削減の取組状況 
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①食品ロス量の把握

②食品ロス削減目標の設定

③小容量販売、小盛サービスの推進

④フードバンク活動への協力

⑤料理の持ち帰り（ドギーバッグ）

利用の導入

⑥規格外品の販売

⑦納品・販売期限の緩和

⑧需要予測精度の向上

⑨食品ロスに関する消費者に対する

啓発（食べきり・手前取りなど）

⑩フードシェアリングサービスの活用

⑪食品ロスになりそうな

商品の社内販売

⑫社員・従業員に対する社内教育

⑬その他

回答数（件）

実施中

実施予定

今後検討

N=61
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  （参考）アンケート調査より 

 

区が令和 5（2023）年 7 月に

実施した小規模事業者向けア

ンケート（有効回答数 210 件）

では、「食べきり協力店」等の認

定制度について、46.7％の事業

所が「機会があれば参加した

い」と回答しています。 

 

 

 

(4) フードシェアリングサービスの導入 

フードシェアリングとは、売れ残りなどを防ぎたい小売店・飲食店と、食品を

求める買物客をスマートフォンのアプリ等を通じてマッチングさせるサービス

です。飲食可能であるにもかかわらず、そのままだと廃棄されてしまいそうな食

料を定価より安く提供・入手できることから、販売者・消費者双方にとってメリ

ットのある仕組みです。 

近年、デジタルプラットフォームを活用した食品ロス削減向けサービスが普及

しつつある中で、区は、これらのサービス事業者と連携し、食品販売店等と消費

者（区民、来街者）をつなぐ機能を導入します。 

 

(5) 食品ロス自動販売機の設置の検討 

パッケージ変更、賞味期限間近などの理由で定価販売できなくなった食品を安

価に購入できる無人販売機の設置を検討します。設置場所や導入に伴う費用対効

果を検証しながら、最適な設置のあり方を検討していきます。 

 

(6) 事業者と連携した食品ロス削減の推進 

食品卸・販売店、飲食店、ホテルなど食品関連事業者に対する情報提供を通じ、

事業者自らの食品ロス削減の取り組みを促進します。 

 

①需要予測 AIを活用した食品ロス削減の取組への支援 

食品ロスは生産、加工、物流、小売、消費の各段階で発生します。その原因の

大きなものが需要と供給のミスマッチであるといわれています。近年、AI 技術

の活用により、販売動向に影響を与える気象情報や販売動向などの様々なデータ

「食べきり協力店」等の認定制度について 

制度に参加して

みたい

46.7%
制度に参加する

つもりはない

52.4%

その他

1.0%

N = 210
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やノウハウを組み合わせて解析することで、需要予測精度の向上などを実現させ

ている事業者が増えつつあります。こうした動きを踏まえ、食品ロス削減の側面

から CE への転換を促すための関係主体への支援を進めます。 

 

②先進的モデルプロジェクトの実施 

 本区の食品ロスの排出源の大部分を占める事業用大規模建築物を中心に、先進

的な取組を促し、普及・拡大を図るためのモデル事業を企画し、参画事業者とと

もに実施します。 

 具体的なモデル事業内容は今後検討していくこととしますが、実証試験として

位置付け事業効果を検証します。以下はモデルプロジェクトの例です。 

 

○ 「飲食店街丸ごと食べきり協力店」 

大規模オフィスビルの管理者等と連携し、飲食店街全店舗で共通の「食べき

りキャンペーン」等を実施する。 

○ オフィスビル単位でのフードシェアリングサービスの導入 

オフィスビル内の飲食店、食品販売店でのフードシェアリングサービス導入

を促し、同時に当該オフィスビル内に勤務する従業員にフードシェアリング

の利用を促す。 

○ 事業者・学生ボランティアと連携した FARM の運営 

事業者、学生ボランティア参加型の環境・循環をテーマにしたファームを創

設する。地域で排出される廃棄物を有機肥料に変える、その有機肥料を使い

野菜を育てる、千代田ブランドを育成するなど、地域単位での CE のモデル

構築に向けた実証実験として実施する。 

 

③ホテル等と連携した 3010運動の推進 

区内の大規模ホテル等と連携し、宴会・会食における 3010 運動（宴会等の

開始から 30 分と終了 10 分前には席に座って食事を楽しむことを呼びかける

運動）を推進します。３R の発生抑制（リデュース Reduce）の考え方に基づ

く取組になります。 

 

④フードバンク活動情報の提供 

食品関連事業者に対する冊子やホームページ等の媒体を用いたフードバンク

活動に関する情報提供、事業者からの問い合わせに対するフードバンク活動団体

の紹介を行います。 
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4.3 区の率先的取組と先進事例研究 

(1) 区の率先的取組 

 区民・事業者の食品ロス削減の取り組みを促すため、庁内啓発による職員の意

識醸成、防災備蓄食品の有効利用、学校給食残さの削減等に率先的に取り組みま

す。 

 

①防災備蓄食品の有効活用 

大規模災害が発生したときに必要となるのが、水や食料等の防災備蓄品です。

区が備蓄している食品等については、期限を迎える前に回収し、新しいものと入

替を行っています。回収した有効期限内の食品等は、防災イベント等で区民等に

配付し、防災意識の普及啓発につなげています。有効期限が切れている食品も、

家畜の飼料として加工し再利用することで、廃棄処分となる量を極力削減してい

ます。 

今後もひきつづき、様々な方法で再活用を行っていきます。 

 

②給食残さのリサイクル 

「給食残さ」とは、学校の給食室から出る生ごみや食べ残しなどの廃棄物のこ

とです。教育委員会や調理業務委託業者等と連携し、生ごみとして排出される給

食残さのリサイクルを進めます。 

 

(2) 区の先進事例研究 

区内外のネットワークを活用して、食品ロスの課題解決の先進的事例について

情報収集を行い、今後の施策展開について活用していきます。 

 

①「全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会」への参加 

全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会とは、その趣旨に賛同する地方

公共団体により、全国で「食べきり運動」等を推進し、３Ｒ（リデュース・リユ

ース・リサイクル）を推進するとともに、食品ロスを削減することを目的として

設立されたネットワークです。 

区は、今後、この取組に参加し、他自治体の先進的な事例に学びつつ、効率的・

効果的な食品ロス削減の取組を推進します。 
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②「千代田学」との連携 

千代田学とは、区との連携協力協定を締結している、区内 12 大学及び千代田

区専修学校各種学校協会加盟の学校が、区に関わる様々な事業の調査・研究を行

うもので、学校からの提案を受け、区が採択した提案事業の経費を区が補助する

制度です。 

 区では、区内で発生する食品ロスの削減を区の喫緊の課題として捉え、区内に

立地する専門性の高い教育・研究機関と連携して、課題解決に向けた取組を推進

します。 

 

③NPO・ボランティア・民間法人との協働・連携 

 区では、区民のニーズにきめ細かく対応するため、区民の身近なところで活動

する NPO やボランティア団体から政策の提案を募集しています。また、その他

の民間法人から、その有する知識、経験及び技術を活かした地域課題等の解決に

向けた提案も受け付けています。 

 区は、食品ロスの削減が持続可能な地域社会の形成に不可欠のテーマとして捉

え、NPO・ボランティア・民間法人との協働・連携して、課題解決に向けた取組

を推進します。 

 

④食品ロス削減推進フォーラムの開催 

千代田区における「食品ロス削減推進計画」の策定を記念して、食品ロス削減 

推進フォーラムを開催します。区民、事業者、行政が一体となって、千代田の地

域特性を反映した食品ロス削減の取組のあり方を考えます。 
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5. 計画の推進体制 

 本計画の施策・事業については、千代田区における食品ロスの現状を把握し食品ロ

スの削減を総合的に推進するために設置した「千代田区食品ロス削減施策の推進に係

る庁内検討会」を通じて組織横断的に連携しながら、推進します。 

 

 

6. 計画の進捗管理手法 

計画（plan）、実行（do）、評価（check）、改善（act）のプロセスを順に実施しま

す。 

また、「地球温暖化対策推進懇談会」や「一般廃棄物減量等推進審議会」、「みらいく

る会議」において、専門的な知見を有する学識経験者や事業者、区民から意見を聴取

し、脱炭素・温室効果ガスの削減の観点を反映させつつ、進捗管理を行います。 

さらには、毎年提出される大規模建築物再利用計画書や定期的に実施するごみ・資

源組成分析調査を活用し、区内で発生する食品ロスの発生状況を把握していきます。 

 

 


